
ライフル銃の所持に関する推薦基準要綱　改正対比表
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	【バイアスロン連盟】ライフル銃の所持に関する推薦

ライフル銃の所持に関する推薦基準要綱
１．趣旨
この要綱は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第６号。以下「法」という。)　第５条の２第４項第２号の推薦に必要な基準等を定めるものである。

２．推薦の対象となるライフル銃
対象となるライフル銃は、単身連発のバイアスロン競技専用ライフル銃であって、日本バイアスロン連盟が指定する銘柄のものとする。

３．推薦基準
次の各号にすべて該当する者で、日本バイアスロン連盟が適当であると認めた者について行うものとする。
（１）満２０歳以上の者
（２）日本バイアスロン連盟の会員(正会員、一般会員)
（３）日本スポーツ協会または日本バイアスロン連盟が主催して行う運動競技会のバイアスロン競技の選手または候補者と認められる者
（４）日本バイアスロン連盟が主催または指定するライフル射撃に関する講習会において所定の講習課程を修了した者
　（５）日本スポーツ協会または日本バイアスロン連盟が主催して行う運動競技会（都道府県バイアスロン連盟等の日本バイアスロン連盟の加盟団体（以下単に「加盟団体」という。）が主催して行う運動競技会を含む。）のバイアスロン競技に年２回以上参加し得る者
　（６）日本バイアスロン連盟が主催して行う資格認定競技会またはバッジテストにおいて次の各号に掲げるすべての基準に達した者、または当該基準と同等以上と認められる日本スポーツ協会または日本バイアスロン連盟が主催または認めた運動競技会（加盟団体が主催して行う運動競技会を含む。）のバイアスロン競技（５００メートル以上の距離を走行するものであって、１０発以上射撃を行うものに限る。）の公式記録（記録された日から２年以内のものに限る。）を有する者
　　　ア　陸上または雪上の平地において５００メートル当たり２分３０秒以内で走行したこと
　　　イ　本連盟が指定するバイアスロン競技銃を模したレーザーライフルを使用し、１０メートル用バイアスロン伏射標的に対して、依託射撃で２０発中１５発以上命中したこと
　　　ウ　日本バイアスロン連盟が制定するバイアスロンバッジテスト５級を取得したこと
　 （７）誓約事項を遵守し得ると認められる者

４．推薦の手続き
　（１）ライフル銃を所持しようとする者は、銃砲所持推薦申請書（様式第１号。以下「推薦申請書」という。）２通に所定の事項を記載し、銃砲所持に関する申請者誓約書（様式第９号）を添付の上、加盟団体に提出する。

	【バイアスロン連盟】ライフル銃の所持に関する推薦

ライフル銃の所持に関する推薦基準要綱
１．趣旨
この要綱は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第６号。以下「銃刀法」という。)　第五条の二第四項第二号の推薦に必要な基準等を定めるものである。

２．推薦の対象となるライフル銃
対象となるライフル銃は、単身連発のバイアスロン競技専用ライフル銃であって、日本バイアスロン連盟が指定する銘柄のものとする。

３．推薦基準
次の各号にすべて該当する者で、日本バイアスロン連盟が適当であると認めた者について行うものとする。
（１）満２０歳以上の者及び１８歳以上で連盟の定めた者
（２）日本バイアスロン連盟の会員(正会員、一般会員)
（３）日本スポーツ協会または日本バイアスロン連盟が主催して行う運動競技会のバイアスロン競技の選手または候補者と認められる者
（４）日本バイアスロン連盟が主催または指定するライフル射撃に関する講習会において所定の講習課程を修了した者
　（５４）日本スポーツ協会または日本バイアスロン連盟が主催して行う運動競技会（都道府県バイアスロン連盟等の日本バイアスロン連盟の加盟団体（以下単に「加盟団体」という。）が主催して行う運動競技会を含む。）のバイアスロン競技に年２回３年間６種目以上参加し得る者
　（６５）日本バイアスロン連盟が主催して行う資格認定競技会審査会等またはバッジテストにおいて次の各号に掲げるすべての基準に達した者、または当該基準と同等以上と認められる日本スポーツ協会または日本バイアスロン連盟が主催または認めた運動競技会（加盟団体が主催して行う運動競技会を含む。）のバイアスロン競技（５００メートル以上の距離を走行するものであって、１０発以上射撃を行うものに限る。）の公式記録（記録された日から２年以内のものに限る。）を有する者
　　　ア　陸上または雪上の平地において５００メートル当たり２分３０秒以内で走行したこと
　　　イ　本連盟が指定するバイアスロン競技用銃を模したレーザーライフルを使用し、１０メートル用バイアスロン伏射標的に対して、依託射撃で２０発中１５発以上命中したこと
　　　ウ　日本バイアスロン連盟が制定するバイアスロンバッジテストレベル５級を取得したことの合格基準を満たした者
　 （７６）誓約事項を遵守し得ると認められる者
４．推薦の手続き
（１）銃所持申請者は推薦資格認定審査会参加申込書（銃所推様式第８－１号。以下「参加申込書」という。）２通に所定の事項を記載し手数料5千円を納付し日本バイアスロン連盟に提出、銃所持推薦・射撃委員会は審査後、推薦資格認定審査会参加記録報告書（銃所推様式第８－２号）を報告する。
	
















・定款に基づき修正
・定款に基づき修正


・「審査会」に統一し削除





・大会参加回数を明確に規定
・「審査会」に統一







・「または雪上」を削除





・修正



・資格認定審査を追記




	




（２）加盟団体は、推薦申請書を提出した者について、推薦基準に適合するかどうかを審査し、適合する者と判定した場合は、その者についての銃砲所持推薦依頼書（様式第２号）１通を作成し､推薦申請書１通と共に､日本バイアスロン連盟に提出する。
　（３）日本バイアスロン連盟は、推薦委員会で審査の上、申請者が推薦基準に適合すると認定した場合は、その者についての銃砲所持推薦依頼書（様式第３号）１通を作成し､日本スポーツ協会に提出する。

　（４）日本スポーツ協会は、日本バイアスロン連盟から推薦を依頼された者について、法第５条の２第４項第２号の推薦に係る銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（昭和３３年総理府令第１６号）別記様式第１５号の推薦書（様式第４号）正副各１通を日本バイアスロン連盟に交付する。

　（５）日本バイアスロン連盟は、推薦書の写しを作成した後、推薦書正本１通および写しを加盟団体に送付する。

　（６）加盟団体は、申請者に推薦書正本を交付し、その写しを保管する。
（７）推薦書は１銃につき１通とし、推薦を受けた者がこれを都道府県公安委員会への申請書に添付できる期間は１年とする。ただし、推薦を受けているライフル銃の更新には、日本スポーツ協会の再推薦は必要としない。

５．推薦の取り消し
日本スポーツ協会は、自らが行った推薦により所持の許可を受けてライフル銃を所持している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、日本バイアスロン連盟の取り消し依頼に基づき推薦を取り消すものとする。
1. 日本バイアスロン連盟の会員でなくなったとき
1. 誓約事項に違反したとき
1. 正当な理由なく、日本スポーツ協会または日本バイアスロン連盟が主催して行う運動競技会（加盟団体が主催して行う競技会を含む。）のバイアスロン競技に年２回以上参加しなかったとき
1. その他、日本バイアスロン連盟の会員としてふさわしくない行為があったとき
６．取り消しの手続き
　（１）日本バイアスロン連盟の理事または加盟団体は、日本スポーツ協会の推薦により所持の許可を受けてライフル銃を所持している者が取り消しの基準に該当するにいたったと認めるときは、推薦取消上申書（様式第５号）１通を作成し、日本バイアスロン連盟に送付する。

　（２）推薦取消上申書を受けた日本バイアスロン連盟は、その者について推薦委員会で審査の上、取り消しの基準に該当すると認めたときは､推薦取消依頼書（様式第６号）１通を作成し日本スポーツ協会に提出する。

	（２）ライフル銃を所持しようとする者は、銃砲所持推薦申請書（銃所推様式第１号。以下「推薦申請書」という。）２通に所定の事項を記載し、銃砲所持に関する申請者誓約書（様式第９２号）を添付の上、手数料5千円を納付し日本バイアスロン連盟に提出する。
　（２）加盟団体は、推薦申請書を提出した者について、推薦基準に適合するかどうかを審査し、適合する者と判定した場合は、その者についての銃砲所持推薦依頼書（様式第２号）１通を作成し､推薦申請書１通と共に､日本バイアスロン連盟に提出する。
　（３）日本バイアスロン連盟は、銃所持推薦・射撃委員会で審査の上、申請者が推薦基準に適合すると認定した場合は、被推薦資格認定書（銃所推様式第９号）１通を交付し、その者についての銃砲所持推薦依頼書（様式第３-1号）１通を作成し､日本スポーツ協会に提出する。







　（５４）日本バイアスロン連盟は、推薦書（引用１）の写しを作成した後、推薦書（引用１）正本１通および写しを申請者加盟団体に送付する。
　（６）加盟団体は、申請者に推薦書正本を交付し、その写しを保管する。
（５）推薦書（引用１）は１銃につき１通とし、推薦を受けた者がこれを都道府県公安委員会への申請書に添付できる期間は１年とする。ただし、推薦を受けているライフル銃の更新には、日本スポーツ協会の再推薦は必要としない。













６５．取り消しの手続き
（１）銃所持者日本バイアスロン連盟の理事または加盟団体は自ら日本スポーツ協会の推薦により所持の許可を受けてライフル銃を所持している者が取り消しの基準に該当するにいたったと認める希望するときは、推薦取消上申書（銃所推様式第５号）１通を作成し、日本バイアスロン連盟に送付する。
（２）推薦取消上申書を受けた日本バイアスロン連盟は、その者について推薦委員会で審査の上、取り消しの基準（引用2）に該当すると認めたときは､推薦取消依頼書（様式第６号）１通を作成し日本スポーツ協会に提出する。
	


・直接、日本連盟に申請する為
・削除
※加盟団体への会員登録は別途行うため

・委員会名の変更により修正
・様式を追記


・(4)項全文「日本スポーツ協会～」は上位団体を規定する形であり避けるため銃刀法の規定を引用記載する形に修正し要綱文末に記載


・修正

・削除






・5項全文「日本スポーツ協会～」は上位団体を規定する形であり避けるため銃刀法の規定を引用記載する形に修正し要綱文末に記載







・申請者は自ら～に修正


	



　（３）日本スポーツ協会は推薦取消依頼書に基づき推薦取消書（様式第７号）１通並びに推薦取消通知書（様式第８号）正本１通および写し１通を作成し、日本バイアスロン連盟に交付する。








（４）日本バイアスロン連盟は、日本スポーツ協会から推薦取消書を受領した者のうち、本人から既に推薦を受けた銃を全て放銃している旨書面で報告を受けている者については、被推薦者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に、「本人から全推薦銃放銃済みの報告あり、ご確認ください」の記述を加えた推薦取消通知書を送付する。これらの者は下記（５）以下の手順の対象からは除外する。
（５）日本バイアスロン連盟は、推薦取消書を被取消者に書留による郵送等により交付するとともに、推薦取消書が被取消者に到達した日を確認する。
（６）日本バイアスロン連盟は、推薦取消書の到達が確認できた被取消者に対する推薦取消通知書正本について、当該被取消者への到達日情報を加筆した上、被取消者の住所地を管轄する都道府県公安委員会にその写しを銃砲所持推薦依頼書を発行した加盟団体に送付する。
　（７）日本バイアスロン連盟は上記取消手続（５）により転居先不明等により到達できない被取消者について、加盟団体と連携の上、その連絡先を極力把握し、推薦取消書の早急な被取消者への到達に努めるが、被取消者の現住所が把握できない場合は、「転居先不明により到達せず」と記載した推薦取消通知書を日本バイアスロン連盟が把握する被取消者の最終住所地を管轄する都道府県公安委員会に、その写しを銃砲所持推薦依頼書を発行した加盟団体に送付するとともに、その推薦に係る番号を会報に公示する。
７．低年者のライフル銃の所持に関する推薦基準要綱によって推薦された者
　　低年者のライフル銃の所持に関する推薦基準要綱（平成２１年１２月４日）によって法第５条の２第４項第２号の推薦を受けた者であって、２０歳に達したもの（当該推薦が取り消された者を除く。）はこの要綱によって推薦された者とみなす。




























附則
１．この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。
２．この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

	　　（３）銃所持者が許可の取り消し（銃刀法第十一条一項）に該当する場合、会長は理事会決議に基づき推薦取消依頼書（銃所推様式第６号）１通を作成し日本スポーツ協会に提出する。








（４）日本バイアスロン連盟は、日本スポーツ協会から交付された推薦取消書（引用3）を被取消者に交付するとともに、推薦取消通知書（引用3）を被取消者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に送付する。
（４）日本バイアスロン連盟は、日本スポーツ協会から推薦取消書を上申受領した者のうち、本人から既に推薦を受けた銃を全て放銃している旨書面で報告を受けている者については、被推薦者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に、「本人から全推薦銃放銃済みの報告あり、ご確認ください」の記述を加えた推薦取消通知書を送付する。これらの者は下記（５）以下の手順の対象からは除外する。
（５）日本バイアスロン連盟は、推薦取消書を被取消者に書留による郵送等により交付するとともに、推薦取消書が被取消者に到達した日を確認する。
（６）日本バイアスロン連盟は、推薦取消書の到達が確認できた被取消者に対する推薦取消通知書正本について、当該被取消者への到達日情報を加筆した上、被取消者の住所地を管轄する都道府県公安委員会にその写しを銃砲所持推薦依頼書を発行した加盟団体に送付する。
　（７）日本バイアスロン連盟は上記取消手続（５）により転居先不明等により到達できない被取消者について、加盟団体と連携の上、その連絡先を極力把握し、推薦取消書の早急な被取消者への到達に努めるが、被取消者の現住所が把握できない場合は、「転居先不明により到達せず」と記載した推薦取消通知書を日本バイアスロン連盟が把握する被取消者の最終住所地を管轄する都道府県公安委員会に、その写しを銃砲所持推薦依頼書を発行した加盟団体に送付するとともに、その推薦に係る番号を会報に公示する。
７６．低年者のライフル銃の所持に関する推薦基準要綱によって推薦された者
　　低年者のライフル銃の所持に関する推薦基準要綱（平成２１年１２月４日）によって法第五条の二第四項第二号の推薦を受けた者であって、２０歳に達したもの（当該推薦が取り消された者を除く。）はこの要綱によって推薦された者とみなす。
引用１：銃刀法第五条の二第四項第二号　標的射撃の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者＝日本スポーツ協会は、日本バイアスロン連盟から推薦を依頼された者について、推薦に係る銃刀法施行規則（昭和３３年総理府令第１６号）別記様式第１５号の推薦書（銃所推様式第４号）正副各１通を日本バイアスロン連盟に交付する。
引用２：銃刀法第十一条一項　許可の取り消し　日本スポーツ協会は、自らが行った推薦により所持の許可を受けてライフル銃を所持している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、日本バイアスロン連盟の取り消し依頼に基づき推薦を取り消すものとする。
1 日本バイアスロン連盟の会員でなくなったとき
2 誓約事項に違反し銃刀法たとき
3 正当な理由なく、日本スポーツ協会または日本バイアスロン連盟が主催して行う運動競技会（加盟団体が主催して行う競技会を含む。）のバイアスロン競技に年２回以上参加しなかったとき
4 その他、日本バイアスロン連盟の会員としてふさわしくない行為があったとき
[bookmark: _Hlk201750383]引用３：銃刀法施行規則第十二条二　日本スポーツ協会は推薦取消依頼書に基づき推薦取消書（銃所推様式第７―１号）１通並びに推薦取消通知書（銃所推様式第７－２号）正本１通および写し１通を作成し、日本バイアスロン連盟に交付する。

附則
１．この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。
２．この要綱は、令和４年４月１日から施行する。　
３．この要綱は、令和７年９月１１日から施行する。

	・会長が理事会決議に基づき～に修正


・(3)項全文「日本スポーツ協会～」は上位団体を規定する形であり避けるため銃刀法の規定を引用記載する形に修正し要綱文末に記載

・記述の明確・簡素化のため新規に記述

・（４）項：記述の明確・簡素化のため削除





・（５）項：記述の明確・簡素化のため削除
・（６）項：記述の明確・簡素化のため削除


・（７）項：記述の明確・簡素化のため削除















2
※修正箇所：波線線、削除：一重線
＜銃所推様式第１号＞
バイアスロン競技用ライフル銃所持推薦申請書

年　　　月　　　日
公益社団法人日本バイアスロン連盟
会　長　　　出口　弘之　　殿
申請者
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
私は、貴連盟の指導に従い、バイアスロン競技の選手・候補者として、当該銃砲を所持したいので、必要な推薦の手続きを次によりお願いします。

	申　請　者
	本　籍
	


	
	住　所
	〒



	
	生年月日
	年　　　月　　　日
	電話番号
	-　　　-

	
	職　業
	

	性別
	男・女

	初心者
講習会修了
証明書
	番号
	
	資格認定審査
	大会名等
	



	
	受講年月日
	

	
	開催場所
	

	
	公安委員会名
	

	
	年月日
	


	都道府県
会員登録番号
	
	
	証書番号
	第　　　　　　号

	所持しようとする銃
	銘柄
	


	
	口径
	ミリメートル

	
	適合実包
	


	（誓約事項）次の事項を守ることを誓約します。
１　日本バイアスロン連盟制定の射撃規則を守り、スポーツ射撃に精励します。
２　銃器弾薬の関係法令を遵守し、危害予防と銃器保管については特に注意します。
３　当該銃砲については、許可の確認を受けた日並びに放銃した日より２週間以内に、定められた様式により、加盟団体宛に内容を報告します。
４　その他、（公社）日本バイアスロン連盟の指導を守ります。

氏名（自署）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印




＜添付　様式第１号＞　
バイアスロン競技用ライフル銃所持申請の場合に添付

所持している銃の明細表（申請銃も記入のこと）

	所持許可
	許可番号
	
	
	
	
	

	
	許可年月日
	
	
	
	
	

	
	公安委員会
	
	
	
	
	

	銃                器
	種類
	
	
	
	
	

	
	銘柄
	
	
	
	
	

	
	弾倉容量
	
	
	
	
	

	
	口径
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm

	
	適合実包
	
	
	
	
	

	
	銃番号
	
	
	
	
	

	日本スポーツ協会                の推薦の有無
	有・無
	有・無
	有・無
	有・無
	有・無

	推薦書番号
	第　　号
	第　　号
	第　　号
	第　　号
	第　　号

	推薦年月日
	
	
	
	
	

	そ　の　他
	申


請


銃
	
	
	
	





＜銃所推様式第２号＞

バイアスロン競技用ライフル銃所持に関する申請者誓約書

　　年　　　月　　　日
公益社団法人日本バイアスロン連盟

会　長　　　出口　弘之　　殿



所属団体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


私　　儀

今般、バイアスロン競技用ライフル銃の所持推薦を受けるにあたり、当該銃砲の使用については、推薦基準要綱並びに誓約事項を遵守し、公安委員会指定射撃場において指定する標的射撃を行う目的外の使用は一切いたしません。
なお、推薦基準要綱並びに誓約事項に違反したる行為のあったときはただちに推薦の取り消しを受けても、一切の異議を申し立てません。

上記のとおり誓約いたします。




＜銃所推様式第３号＞
番　　　　　号
　　年　　月　　日

バイアスロン競技用ライフル銃所持推薦依頼書

公益財団法人　日本スポーツ協会

会　長　　　遠藤　利明　　殿

公益社団法人日本バイアスロン連盟

会　長　　　出口　弘之　　印　　
　　　　　　　　　
下記の者を、銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第四項第二号による銃砲所持者として、推薦を依頼いたします。
記
1． 被推薦者
	本　　籍
	


	住　　所
	


	職　　業
	


	氏　　名
	

	性別
	

	生年月日
	



２．推薦の理由
	推薦の理由
	日本スポーツ協会または日本バイアスロン連盟が主催して行う運動競技会のバイアスロン競技の選手またはその候補者として適当であります。
なお、所持しようとする銃は次の通りです。
　種　　類　
　銘　　柄　
　口　　径　
　適合実包　




＜銃所推様式第４号＞
第15号（第12条関係）
　　第　　　　　号
　　年　　月　　日
推　　　薦　　　書

　　　公安委員会　殿
推薦者
公益財団法人　日本スポーツ協会

会　長　　　遠藤　利明　　印

銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第四項第二号の規定により
下記のとおり推薦します。　
　　　　　　　　　　　　　　　記
	被推薦者
	本　　籍
	


	
	住　　所
	


	
	職　　業
	


	
	氏　　名
	


	
	生年月日
	


	推薦の理由
	日本スポーツ協会または日本バイアスロン連盟が主催して行う運動競技会のバイアスロン競技の選手またはその候補者として適当であります。
なお、所持しようとする銃は次の通りです。
　種　　類　
　銘　　柄　
　口　　径　
　適合実包　




＜銃所推様式第５号＞


バイアスロン競技用ライフル銃推薦取消上申書

年　　　　月　　　　日

公益社団法人日本バイアスロン連盟

会　長　　　出口　弘之　　殿

申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　印　
もしくは
公益社団法人日本バイアスロン連盟

会　　長　　　　　　　　　　　　　　　印　


下記の者についての推薦の取り消しを上申します。

１被推薦者
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

推薦年月日　　　　　　年　　　月　　　日

推薦書番号　第　　　　　　　号　

種類〔　バイアスロン競技用ライフル銃　〕

２取消の理由





＜銃所推様式第６号＞
番　　　　　号
　　年　　月　　日

バイアスロン競技用ライフル銃推薦取消依頼書


公益財団法人　日本スポーツ協会

会　長　　　遠藤　利明　　殿
公益社団法人日本バイアスロン連盟

会　長　　　出口　弘之　　印　　　　　　　　　　　

　　　　下記の者についての、推薦取消を依頼いたします。

記

１．被推薦者
住　　　所  

氏　　　名    

推薦年月日　　　　　年　　　月　　　日

推薦書番号　第　　　　　号　

種　　　類　〔　バイアスロン競技用ライフル銃　〕

２．取消の理由
      




＜銃所推様式第７-1号＞
第15号（第12条関係）
第　　　号
年　　月　　日

推薦取消書

　　
　　　　　　　　　　　　殿

公益財団法人　日本スポーツ協会

会　長　遠藤　利明　　印

貴殿の推薦を取り消します。


記

推薦年月日　　　　　年　　　月　　　日 

推薦書番号  　　第　　　　号　　

種　　　類　〔　バイアスロン競技用ライフル銃　〕


取消の理由  



＜銃所推様式第７-2号＞
第15号（第12条関係）
第　　　号
年　　月　　日

推薦取消書

　　
　　　　　　公安委員会　殿

公益財団法人　日本スポーツ協会

会　長　遠藤　利明　印

以下の推薦を取り消します。


記

推薦年月日　　　　　年　　　月　　　日 

推薦書番号  　　第　　　　号　　

種　　　類　〔　バイアスロン競技用ライフル銃　〕


取消の理由  


＜銃所推様式第８号-１＞
推薦資格認定審査会参加申込書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
公益社団法人　日本バイアスロン連盟
　　 会　長　出　口　弘　之　　殿






　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申込者住所
申込者氏名                            印
会員番号                            
　
私は、バイアスロンの選手として活動したいので、バイアスロン競技用ライフル銃の被推薦者となるべく、下記の推薦資格認定審査会に参加を申し込みます。

記
	1．大会名等
	

	2．開催場所
	

	3．開催日時
	


※審査料　5,000円添付



＜銃所推様式第８号-２＞
推薦資格認定審査会参加記録報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
公益社団法人　日本バイアスロン連盟
　　 会　長　出　口　弘　之　　殿
銃所持推薦・射撃委員会
所　属　
役　職　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　印


競技銃所持の推薦資格認定規定により、下記の競技会を実施しましたので、その結果を報告します。
記
	1．大会名等
	

	2．開催場所
	

	3．開催日時
	年　　　月　　　日

	4．審査種目
	　　　
	・大会参加の場合、リザルトをもって代えることが出来る。

	5．審査結果
	　分　　　　秒　　（２分３０秒以内）
	

	6．射撃結果
	　発命中／２０発中　（１５発以上）
	

	7．判　　定
	　　　　　　　合格　　　　　　　　　不合格





＜銃所推様式第９号＞

第　　　　号

被　推　薦　資　格　認　定　書



種　　目　　　バイアスロン　　　
所　　属　　　　　　　　　　　　
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿



　貴方がバイアスロン競技ライフル銃の被推薦者となる資格を認定します。
（本書の有効期限は２年間です）





　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日


公益社団法人　日本バイアスロン連盟

　 会　長　出　口　弘　之　　印

